
日
本
文
化
学
講
義
（
ウ
ェ
ブ
公
開
用
資
料
）

「
モ
デ
ル
小
説
」
か
ら
み
る

プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
の
近
代

日
比

嘉
高　

第

回
「
モ
デ
ル
問
題
」
の
登
場
　
内
田
魯
庵
「
破
垣
」
の
発
禁
　
３

　
社
会
小
説
、
ス
キ
ャ
ン
ダ
リ
ズ
ム
、
筆
誅
…
…

　
「
破
垣
」
を
、
同
時
代
の
文
脈
の
中
か
ら
読
む
。

「
破
垣
」
の
発
禁

・

発
禁
の
経
緯

■
引
用

■

「
○
彙
報
　
司
法
及
警
察
」
（
「
官
報
」
第
五
二
五
一
号
、
一
九
〇
一
年
一
月
七
日
）
、

頁

「
○
発
売
頒
布
停
止
　
東
京
府
東
京
市
ニ
於
テ
発
行
ノ
文
芸
倶
楽
部
第
七
巻
第
一
号
ハ
風
俗
ヲ
壊
乱
ス
ル
モ
ノ
ト
認
メ
新
聞
紙
条
例
第

二
十
三
条
ニ
依
リ
本
月
四
日
内
務
大
臣
ニ
於
テ
其
発
売
頒
布
ヲ
停
止
シ
仮
ニ
之
ヲ
差
押
ヘ
タ
リ
」
。

▼
　
発
禁
の
噂

■
引
用

■

内
田
魯
庵
「
『
破
垣
』
に
就
て
」
（
『
創
作
苦
心
談
』
新
声
社
、
一
九
〇
一
年
三
月
、
所
収
）
、

頁

「
些
か
口
外
は
憚
る
事
も
あ
つ
て
お
話
し
出
来
ま
せ
ん
が
、
妙
な
説
を
立
た
人
も
あ
り
ま
す
よ
」

■
引
用

■

同
「
『
暮
の
廿
八
日
』
其
他
」
（
『
早
稲
田
文
学
』
第

号
、
一
九
二
六
年
一
月
）
、

頁
。

「
時
の
内
相
某
が
自
分
の
秘
密
を
ス
ツ
パ
抜
か
れ
た
と
い
ふ
の
で
甚
だ
不
機
嫌
で
あ
つ
た
の
を
屬
僚
が
意
を
嚮
へ
て
禁
止
し
た
と
い
ふ

噂
が
あ
つ
た
。
確
か
な
筋
か
ら
洩
れ
聞
え
た
の
で
万
更
虚
聞
で
も
な
さ
ゝ
う
だ
つ
た
が
、
若
し
果
し
て
然
う
だ
つ
た
ら
迷
惑
至
極
で
あ

る
。
此
作
は
或
る
外
国
の
詰
ら
ぬ
小
説
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
て
、
偶
々
聞
込
ん
だ
某
氏
の
家
庭
の
紊
乱
に
結
び
付
け
て
書
い
た
の
で
、
私

が
知
り
も
し
な
い
当
の
内
相
の
家
庭
の
秘
話
な
ど
ゝ
憶
測
さ
れ
る
の
は
飛
ん
で
も
無
い
見
当
違
ひ
で
あ
る
。
」

　
「
男
爵
」
＝
末
松
謙
澄
？

▼
「
破
垣
」
の
表
現

■
引
用

■

「
破
垣
」

こ
ゝ
此
家
の
殿
様
と
い
ふ
は
維
新
後
間
も
な
く
物
故
し
た
西
国
某
藩
の
名
士
の
あ

と

遺
孤
で
、
藩
侯
の
費
用
で
早
く
か
ら
欧
洲
に
留
学
し
、
帰
朝

し
て
か
ら
は
枢
要
の
位
置
に
抜
擢
さ
れ
暫
ら
く
官
海
の
急
瀾
怒
濤
を
藩
閥
の
大
船
に
乗
つ
て
安
々
と
渡
つ
て
来
た
が
、
な
き
ち
ゝ

亡
父
が
曾
て
国

事
に
奔
走
し
た
遺
功
と
己
れ
が
暫
ら
く
元
老
諸
侯
の
帷
幕
に
参
画
し
た
功
労
と
で
ツ
イ
此
頃
男
爵
を
賜
は
り
今
で
は
貴
族
院
議
員
の
閑



散
を
楽
ん
で
ゐ
る
と左
も
か右
く
も
名
士
の
株
で
あ
る
。
夫
人
と
い
ふ
は
藩
の
老
職
の
娘
で
〔
…
〕
（

頁
）

▼

末
松
謙
澄
（

）
の
略
歴
　
（
『
朝
日
日
本
歴
史
人
物
事
典
』
よ
り
）

明
治
大
正
時
代
の
官
僚
、
政
治
家
。
号
は
青
萍
。
幼
名
は
線
松
。
豊
前
国
小
倉
藩
京
都
郡
前
田
村
（
福
岡
県
行
橋
市
）
の
大
庄
屋
・
末

松
房
澄
・
伸
子
の
４
男
。
〔
…
〕『
東
京
日
日
新
聞
』
の
日
報
社
に
記
者
と
し
て
入
り
、
社
長
の
福
地
源
一
郎
に
認
め
ら
れ
、
社
説
の
執

筆
者
（
筆
名
・
笹
波
萍
二
）
に
登
用
さ
れ
た
。
８
年
、
福
地
の
紹
介
で
伊
藤
博
文
の
知
遇
を
得
、
官
界
に
転
じ
た
。

年
、
英
国
公
使

館
付
と
な
り
渡
英
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
在
学
中
に
日
本
の
古
典
『
源
氏
物
語
』
を
英
訳
、
出
版
し
た
（

）
。

年
帰
国
。
内
務
省

参
事
官
を
経
て
県
治
局
長
。
演
劇
改
良
会
を
組
織
し
天
覧
劇
を
演
出
。
英
国
女
流
作
家
バ
ー
サ
・
ク
レ
イ
の
小
説
を
翻
訳
し
て
、『
谷
間

の
姫
百
合
』
を
出
版
し
た
。
〔
…
〕

年
伊
藤
博
文
の
次
女
生
子
と
結
婚
。
第
１
回
総
選
挙
に
福
岡
県
か
ら
出
馬
し
連
続
３
期
当
選
し

た
。
法
制
局
長
官
、
貴
族
院
議
員
を
務
め
、
逓
信
大
臣
、
内
務
大
臣
を
歴
任
。
日
露
戦
争
（

～

）
中
は
英
国
に
駐
在
し
戦
時
外

交
に
尽
く
し
た
。
帰
国
後
、
枢
密
顧
問
官
。
子
爵
。
帝
国
学
士
院
会
員
に
挙
げ
ら
れ
た
。

年
、
毛
利
家
歴
史
編
輯
所
総
裁
を
委
嘱
さ

れ
、

年
後
に
『
修
訂
・
防
長
回
天
史
』

巻
を
脱
稿
し
た
。
〔
…
〕
（
玉
江
彦
太
郎
）

福
岡
県
の
大
庄
屋
の
子
に
生
ま
れ
、
九
年
間
の
ロ
ン
ド
ン
留
学
、
内
務
省
参
事
官
、
衆
議
院
議
員
、
逓
信
大
臣
、

内
務
大
臣
と
歴
任
、「
ツ
イ
此
頃
」
の
一
八
九
五
年
に
は
男
爵
の
爵
位
を
う
け
、
翌
年
貴
族
院
議
員
と
な
る
。
ま
た

彼
の
妻
は
、
「
藩
の
老
職
の
」
で
は
な
い
が
、
時
の
総
理
大
臣
伊
藤
博
文
の
娘
、
生
子
で
あ
っ
た
。

末松謙澄

・

魯
庵
の
反
応

　
発
禁
処
分
に
対
し
、
魯
庵
は
激
し
く
抗
議
し
た
。

【
資
料

】

「
『
破
垣
』
発
売
停
止
に
就
き
当
路
者
及
び
江
湖
に
告
ぐ
」

　
　
　
　
（
『
二
六
新
報
』
一
九
〇
一
年
一
月
一
〇
～
一
七
日
）

　

　
な
ぜ
こ
う
し
た
小
説
を
書
い
た
か
が
わ
か
る

「
破
垣
」
の
社
会
的
文
脈

・

「
社
会
小
説
論
」
と
そ
れ
を
産
み
出
し
た
機
運

▼

「
社
会
小
説
論
」

『
国
民
之
友
』
の
「
社
会
小
説
出
版
予
告
」（
三
二
〇
号
、
一
八
九
六
年
一
〇
月
）
を
き
っ
か
け
に
交
わ
さ
れ
た
議
論
。
社

会
の
下
層
を
書
け
、
社
会
の
全
体
を
書
け
、
社
会
を
主
と
し
個
人
を
従
と
す
る
小
説
を
書
け
、
な
ど
と
主
張
さ
れ
た
。

▼

背
後
の
機
運

■
引
用

■

石
崎
等
「
魯
庵
と
そ
の
時
代
」
『
文
学
』
一
九
八
六
年
八
月

「
社
会
の
堕
落
を
好
ん
で
暴
い
て
み
る
と
い
う
傾
向
は
、
ひ
と
り
魯
庵
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
明
治
三
〇
年
代
文
学
の
一
般
的
な
特

徴
で
も
あ
っ
た
。
ひ
と
言
で
い
え
ば
、
そ
れ
は
〈
近
代
〉
の
進
展
に
と
も
な
う
社
会
的
な
諸
矛
盾
の
増
大
に
対
し
て
、
作
家
が
視
野
を

拡
げ
て
そ
れ
に
対
応
し
よ
う
と
し
た
こ
と
の
表
わ
れ
で
あ
る
。
」



■
引
用

■

山
田
博
光
「
社
会
小
説
論
―
―
そ
の
源
流
と
展
開
―
―
」
『
日
本
近
代
文
学
』
一
九
六
七
年
一
一
月

社
会
小
説
論
の
源
流
の
一
つ
と
し
て
あ
る
の
が
「「
社
会
の
罪
」
と
い
う
人
間
観
で
あ
り
、
文
学
観
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
貧
乏
の
た
め
に

人
が
盗
み
や
売
春
の
よ
う
な
罪
を
お
か
し
た
と
き
、
そ
の
人
を
そ
の
よ
う
な
窮
地
に
追
い
つ
め
た
社
会
に
こ
そ
罪
が
あ
る
と
い
う
人
間

観
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
見
方
で
社
会
と
個
人
と
の
関
係
を
、
文
学
に
描
け
と
い
う
文
学
観
で
あ
る
。
」

■
引
用

■

無
署
名
「
〔
所
謂
社
会
小
説
〕
」
『
早
稲
田
文
学
』
一
九
〇
七
年
二
月

「
斯
か
る
〔
社
会
小
説
に
つ
い
て
の
〕
議
論
の
影
響
か
、
は
た
他
の
原
因
に
由
る
か
、
／
近
来
注
意
す
べ
き
は
一
種
の
、
／
◎
諷
刺
小

説
の
流
行
　
　
な
り
」

「
風
紀
革
新
」
「
矯
風
会
」
な
ど
の
社
会
浄
化
運
動
の
ブ
ー
ム

社
会
小
説
は
、
あ
る
種
の
写
実
小
説
へ
の
指
向
で
も
あ
っ
た

・

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
の
連
関
―
―
暴
露
、
筆
誅
、
ス
キ
ャ
ン
ダ
リ
ズ
ム

【
資
料

】

「
弊
風
一
斑
　
蓄
妾
の
実
例
」
（
『
万
朝
報
』
一
八
九
八
年
七
～
九
月
）
に
連
載

・
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
の
頒
布
は
、
相
互
監
視
の
目
、
読
者
＝
同
質
な
想
像
の
共
同
体
を
浮
上
さ
せ
る
。

・
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
と
は
規
範
を
前
提
に
し
た
侵
犯
の
批
判
／
愉
し
み
で
あ
る
。

　
魯
庵
の
嘲
世
諷
俗
の
文
学
は
、〈
公
人
の
不
適
切
な
私
行
を
暴
露
す
る
〉
と
い
う
侵
犯
性
を
売
り
物
に
し
て
い
た

点
に
お
い
て
、『
万
朝
報
』
の
「
畜
妾
の
実
例
」
な
ど
と
軌
を
一
に
し
て
い
た
。
諷
刺
し
批
判
を
す
る
が
、
暴
露
と

い
う
快
楽
を
駆
動
力
に
す
る
。

　
た
だ
し
、
登
場
人
物
を
造
形
し
、
、　動
、　か
、　せ
、　る
の
が
小
説
の
能
力
で
あ
り
、
そ
の
他
の
言
説
（
新
聞
雑
誌
記
事
な

ど
）
と
の
差
違
と
な
る
。

一
九
〇
〇
年
前
後
の
〈
私
的
領
域
〉
と
文
学
表
現

末
松
謙
澄
の
〈
私
的
領
域
〉
を
暴
い
た
か
ど
う
か
は
、
真
偽
不
明
。
ま
た
そ
の
穿
鑿
に
あ
ま
り
意
味
は
な
い
。

む
し
ろ
見
え
て
く
る
の
は
、

「
社
会
」
を
表
象
の
対
象
と
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
〈
矯
風
〉
し
よ
う
と
い
う
動
向

そ
の
一
環
と
し
て
の
小
説
の
革
新

筆
誅
と
い
う
名
を
借
り
た
メ
デ
ィ
ア
の
暴
露
趣
味

諷
刺
小
説
の
表
象
の
結
果
、
人
物
・
社
会
の
裏
面
＝
悪
し
き
〈
私
的
領
域
〉
が
構
成
さ
れ
る
（
逆
で
は
な
い
）
。〈
私
〉

を
〈
公
〉
へ
と
転
形
す
る
小
説
と
い
う
回
路
。

た
だ
し
、
こ
の
時
期
の
魯
庵
の
小
説
に
内
面
描
写
の
深
化
は
な
い
。

類
型
性
（

【
資
料

】

）
　
／
　
江
戸
的
な
観
察
の
伝
統
（
★
１
）
　
／
　
類
型
的
で
も
モ
デ
ル
問
題
は
起
っ
た
（
★
２
）



★
１

■
引
用

■

中
野
三
敏
「
痩
々
亭
骨
皮
道
人
『
浮
世
写
真
　
百
人
百
色
（
抄
）
　
校
注
」（
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系

明
治

編

風
刺
文
学
集
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
年
一
〇
月
）

「
そ
の
内
容
は
緒
言
に
述
べ
る
通
り
、
維
新
以
後
二
十
年
ほ
ど
の
間
に
一
斉
に
展
開
し
始
め
た
新
し
い
社
会
現
象
の
数
々
を
、
百
通
り

の
業
態
や
性
癖
と
し
て
捉
え
て
、
そ
の
粗
探
し
を
試
み
、
各
章
末
に
短
評
を
付
し
た
も
の
で
、
そ
の
表
現
手
法
は
式
亭
三
馬
が
晩
年
得

意
と
し
た
百
癖
・
百
馬
鹿
も
の
と
い
う
べ
き
短
編
風
俗
時
評
的
な
筆
法
を
以
て
す
る
。〔
…
〕
こ
の
ス
タ
イ
ル
は
早
く
浮
世
草
子
の
気
質

も
の
に
始
ま
り
自
堕
落
先
生
・
風
来
山
人
・
山
東
京
伝
の
後
を
う
け
て
三
馬
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
、
以
後
多
く
の
追
随
者
を
生
み
つ
つ

明
治
期
に
至
る
伝
統
的
な
も
の
で
あ
る
。
」

★
２

■
引
用

■

「
文
士
の
徳
義
」
『
日
本
』
一
八
九
九
年
六
月
六
日

「
●
文
士
の
徳
義
　
小
説
家
が
著
作
中
の
人
物
材
料
の
選
択
は
固
と
小
説
家
が
自
由
に
属
す
〔
。〕
然
れ
ど
も
若
し
彼
に
し
て
其
模
型
を

友
人
知
己
の
間
に
取
れ
る
際
〔
、
〕
之
れ
を
辱
か
し
む
る
が
如
き
仕
組
を
為
さ
ば
〔
、
〕
彼
は
即
ち
人
間
の
徳
義
を
忘
却
せ
る
も
の
と
云

ふ
べ
し
〔
。
〕
小
説
家
と
て
人
間
徳
義
以
下
に
蠢
動
す
る
劣
等
の
動
物
に
も
あ
ら
ざ
る
以
上
は
〔
、
〕
亦
人
間
並
に
其
徳
義
を
守
ら
ざ
る

可
ら
ず
〔
。
〕
曩
き
に
柳
浪
が
一
小
説
に
於
て
湖
処
子
と
や
ら
ん
を
描
き
し
と
い
ふ
噂
あ
り
し
が
、
頃
者
太
陽
紙
上
に
か
ゝ
げ
し
不
知
庵

の
落
紅
な
る
一
小
説
は
〔
、
〕
作
家
知
己
の
人
物
を
其
ま
ゝ
に
取
り
つ
ゝ
而
も
其
人
物
に
侮
辱
を
加
ふ
べ
き
事
件
を
付
着
せ
り
と
の
評
あ

り
て
文
界
一
隅
の
物
論
を
買
へ
り
〔
。
〕
吾
人
は
必
ら
ず
し
も
不
知
庵
が
不
徳
を
証
明
し
得
る
も
の
に
非
ず
と
雖
も
〔
、
〕
他
を
し
て
爾

か
く
叫
ば
し
む
る
程
の
書
き
ぶ
り
は
亦
単
に
偶
然
の
こ
と
と
も
領
し
が
た
し
〔
。
〕
吾
人
は
此
件
に
関
し
不
知
庵
が
徳
義
上
弁
明
の
責
任

あ
る
こ
と
を
勧
告
す
る
と
共
に
〔
、
〕
更
に
広
く
作
家
の
注
意
を
喚
起
す
」

　
―
―
そ
の
他
に
も

　
　
○
「
女
先
生
」
と
下
田
歌
子

　
　
○
「
く
れ
の
廿
八
日
」
と
二
葉
亭
四
迷
　

作
品
の
読
解
と
の
交
差
―
―
ま
と
め
を
か
ね
て

「
破
垣
」
と
い
う
メ
タ
フ
ァ
ー

隠
さ
れ
た
悪
行
の
暴
露
。
蔽
い
の
破
れ
目
。

矯
風
会
と
「
花
の
博
士
」
と
の
垣
根
の
破
れ
目
。
清
廉
と
淫
蕩
の
境
界
の
破
れ
。

作
中
人
物
へ
の
露
見
は
先
生
へ
の
告
訴
の
場
面
で
形
象
化
さ
れ
る
が
、
同
時
に
読
者
・
社
会
へ
の
暴
露
と
も
な
っ

て
い
る
。

〈
破
垣
〉
を
小
説
に
書
く
こ
と
は
、〈
破
れ
た
垣
〉
の
発
見
で
は
な
い
。
そ
れ
は
〈
破
れ
た
垣
根
〉
の
構
築
で
あ
る
。

　
　
　
＊

小
説
と
〈
公
〉
／
〈
私
〉

表
面
と
障
壁
と
裏
面
と
を
打
ち
立
て
る
の
が
小
説

こ
の
意
味
で
小
説
は
、
社
会
・
人
間
の
反
映
で
は
な
く
、
弁
証
法
的
に
社
会
・
人
間
の
構
築
自
体
に
関
わ
る


